
乳幼児初回接種

生後６か月～５歳の皆様と保護者のかたへ

接種について

ワクチン接種は強制ではありません。同封のワクチン説明書および＜生後6か月から4歳のお子様の保護者の方へ＞をよくお読み
になり、コロナワクチンの効果や副反応等について十分ご理解のうえ、保護者のかたの意思で接種されるかどうかご判断ください。
乳幼児の初回接種はファイザー社製ワクチンでは3回接種、モデルナ社製ワクチンでは２回接種が必要です。
ファイザー社製ワクチンによる初回接種の3回目を3月31日までに完了するためには、1月14日までに1回目の接種を受ける必要があります。
特例臨時接種は令和6年3月31日で終了となりますが、期間内に初回接種を完了できない場合でも、１・２回目の接種を無料で受けることがで
きます。令和６年4月1日以降は原則65歳以上のかたが対象の定期接種として実施（自己負担あり）となり、対象者以外のかたは任意接種とし
て、時期を問わず自費での接種が可能となる予定です。

予約方法

●インフルエンザワクチンのみ、コロナワクチンとの同時接種が可能です。
　他のワクチンを接種した場合、コロナワクチン接種まで2週間以上の間隔を空ける必要があります。

接種は、かかりつけ等の医療機関のみで接種（個別接種）します。集団接種は実施しません。

●使用するワクチンは、乳幼児用オミクロン株（XBB.1.5）です。
●接種は満６か月になる日の前日から受けられますので、その日以降でご予約ください。
例）令和５年８月１日生まれ→令和６年１月31日以降で接種可

●期間内に初回接種を完了するためには、以下の接種日までに１回目を受ける必要があります。

上記の例は「令和６年３月31日（日曜日）にファイザー３回目もしくはモデルナ２回目の接種を受ける」ことを基に算出しています。

※医療機関に予約をする際に1・2・3回目の接種日を確認してください。 ●★１回目の期限を過ぎて接種した場合は、期間
内に初回接種は完了しませんが、３月31日まで
１・２回目は無料で接種できます。４月１日以降
に残りの接種を希望されるかたは、自費で受け
ていただくことになる予定です。

●接種は、保護者の同伴が必要です。
●実際には日曜日に接種を実施している医療機
関は少ないので、ご注意ください。

令和６年２月版

金

特例臨時接種（無料）期間は令和６年３月31日で終了します｡
接種を希望されるかたは、早めのご予約をお願いします。

今回送付しました接種券は、接種が終わるまでなくさないよう大切にお持ちください。

ワクチンの種類 接種時期

２回目

３回目

２回目

１回目を接種した日から
３週間経過した後
２回目を接種した日から
８週間経過した後
前回接種した日から
４週間経過した後

１回目接種期限

令和６年１月14日★

令和６年３月３日

２回目接種期限

令和６年２月４日

令和６年３月31日

３回目接種期限

令和６年３月31日

×

ファイザー

モデルナ

接種間隔
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